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はじめに 

これまで中学校における部活動は、生徒がスポーツや文化・芸術に親しむ機会を得るとともに、努

力する力や協調性、自己肯定感などの「非認知的能力」を育む教育活動として、学校教育の中で重要

な役割を果たしてきた。生徒は、自主的・自発的な活動を通じて社会性を身に付け、心身ともに健や

かに成長するための貴重な体験を重ねてきた。 

 

また、学校部活動は学校内にとどまらず、地域社会とのつながりを深めてきた。地域におけるスポ

ーツや文化・芸術の振興・発展に寄与するとともに、地域の人々や各種団体と連携してきた。さら

に、教室とは異なる環境で生徒と交流し、信頼関係を築く機会を教員に与え、教育実践の幅を広げる

場ともなってきた。こうした教育的・人的な価値の積み重ねが、学校文化を支えてきた側面もある。 

 

一方で近年、スポーツや文化活動の価値が多様化している。学校教育が担ってきた人間教育的価値

に加え、エンターテイメントや競技力発揮の場、娯楽やコミュニケーションの手段としての意義が増

している。その結果、競技志向や自己実現の在り方の違いにより、部活動参加や登録実績が低下して

いる現状もある。 

 

さらに、少子化により生徒数が減少し、部員確保や指導体制の維持が難しく、小規模校では継続困

難なケースも増えている。また、学校単位で多様な活動を提供することが難しく、子どもたちの多様

なニーズに応えきれない状況も生じている。また、教職員の負担も依然大きく、専門的指導経験のな

い教員が顧問を担う実態が常態化している。部活動の時間延長や休日の練習試合・大会参加等による

勤務時間の増大も重なり、教員の健康や働き方改革の観点からも、早急な見直しが求められている。 

 

今日では「楽しさ」「喜び」「自発性」に基づくスポーツの価値が変化し、取り組み方も多様化した

ことから、スポーツ実施の場の制度設計そのものを時代の要請に応じて見直す必要がある。また、ス

ポーツを通じた地域活性化や健康長寿社会の実現、経済発展、国際理解の促進など「スポーツが社会

に寄与する価値」が地域でより重要となり、地域でスポーツを支える場が広がり、子どもや住民の選

択肢が増えたことも従来型の部活動に影響を与えている。 

 

こうした状況を踏まえ、国は「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な

ガイドライン」（令和 4 年 12 月 スポーツ庁・文化庁）を策定し、段階的に学校部活動を地域へ展開

する方針を打ち出した。令和 6 年 12 月には「地域移行」に代えて「地域展開」という新たな概念が

示され、従来の学校内完結型の運営から、地域を巻き込んだ柔軟で開かれた活動への展開が提唱され

た。岩手県においても、令和 3 年の有識者会議提言「いわての中学生のスポーツ・文化活動のこれか

ら」をはじめとして、地域クラブや合同活動の推進、指導人材の活用など、各市町村の実情に応じた

対応が求められている。 

 

これらの国や県の動向を受け、紫波町においても、これまで学校が担ってきた部活動の価値を継承

しつつ、地域とともに支え合う新たな仕組みへの移行が喫緊の課題となっている。生徒一人ひとりの

意欲や関心に応じた多様な活動機会を保障し、学校と地域が連携して支える活動から、地域が主体と

なる新たなスポーツ・文化活動へと発展させていくことを目指し、本方針を策定するものである。 
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１ 国及び県の動向 

  文部科学省及び岩手県では、下表のとおり段階的に学校部活動の在り方に係る考え方や方針等を

示している。  

  ※★印については、p.19【参考資料】二次元コードから資料掲載 WEB の参照が可能 

H25.5月 国 運動部活動での指導のガイドライン(策定) 

H28.6月 国 学校現場における業務の適正化に向けて(通知) 

H29.5月 国 部活動指導員制度(導入) 

H30.３月 国 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(策定) 

６月 岩手県 岩手県における部活動の在り方に関する方針(策定) 

７月 紫波町 紫波町における部活動の在り方に関する方針(策定) 

12月 国 文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(策定) 

R元 国 
中央教育審議会や国会において、学校における働き方改革の観点を含めて、部活動を学

校単位から地域単位の取組とすることが指摘。 

R元.8月 岩手県 岩手県における部活動の在り方に関する方針(改定) 

R2.９月 国 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について 

R3.３月 岩手県 
★岩手県の中学校のスポーツ・文化活動のこれから(提言)(「中学校スポーツ・文化活動

に係る研究」有識者会議) 

4月 紫波町 紫波町における部活動の在り方に関する方針(改定) 

R4.6月 国 運動部活動の地域移行に関する検討会議(提言) 

8月 国 文化部活動の地域移行に関する検討会議(提言) 

12月 国 ★学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン(策定) 

R5.3月 岩手県 
公立中学校の学校部活動における地域クラブ活動への移行に向けた手引き(令和５年３

月８日版)(策定) 

R6.１月 岩手県 
★岩手県における学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針(策定)

※県の最新の方針 

3月 岩手県 
★公立中学校の学校部活動における地域クラブ活動への移行に向けた手引き(令和６年

３月版)(策定) 

6月 岩手県 岩手県における地域クラブ活動の在り方に関する協議会(設置) 

9月 紫波町 紫波町中学校部活動地域移行推進協議会設置 

12月 国 地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議における中間まとめ 

12月 国 ★部活動改革に伴う学習指導要領解説の一部改訂について 

R7.5月 国 ★地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議における最終とりまとめ 

12月 国 ★部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（策定） 

 

 令和 6 年 12 月の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間まとめにお

いては、「地域移行」に代わる考え方として「地域展開」が提案され、令和 8～13 年度を「改革実行

期間」とする長期的な改革の枠組みが示された。また、令和 7 年 5 月の同会議の最終とりまとめで

は、改革の理念や基本的な方向性、推進にあたっての論点や課題について体系的な整理が行われた。 
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これらを踏まえ、文部科学省は、令和 8 年度から改革実行期間が開始されることを見据え、将来にわ

たる生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会の確保・充実を図るため、令和 7 年 12 月に「部活動改革

及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を策定し、国としての基本的な考え方

を示した。 

 

２ 本町の中学校部活動を取り巻く現状 

（１）生徒数の減少 

   本町の中学校生徒数について、合計人数については、増減を繰り返し、ほぼ横ばい状態である

が、学校ごとの状況に着目すると、紫波第二中学校及び紫波第三中学校においては、減少傾向に

ある。 

 

        表１ 紫波町の中学校生徒数の推移（R8 以降は見込み）  （単位：人）                                     

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  

図１ 紫波第二中学校の生徒数推移        図２ 紫波第三中学校の生徒数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※R13 の予定在籍数はＨ30 年の 56％       ※R13 の予定在籍数はＨ30 年の 69％ 

 

  紫波第一中 紫波第二中 紫波第三中 合計 

H30 647 132 129 908 

R1 640 119 111 870 

R2 638 119 93 850 

R3 647 96 91 834 

R4 629 97 98 824 

R5 617 102 116 835 

R6 646 94 116 856 

R7 637 92 127 856 

R8 674 80 112 866 

R9 673 81 120 874 

R10 686 72 105 863 

R11 649 73 102 824 

R12 651 65 82 798 

R13 661 74 89 824 
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（２）学校部活動の設置・加入状況（令和６年度） 

   町内全体で、運動部在籍 64.9％、文化部在籍 27.0％。紫波第二中学校及び紫波第三中学校で

は、部活動の数が限られており、生徒の多様なニーズにこたえることは難しい状況にある。 

 

   表２ 町内３中学校の部活動の加入状況                  （単位：人） 

１年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計

1 野 球 8 7 9 24 3 5 5 13 5 4 5 14 51

2 サ ッ カ ー 15 8 13 36 36

3 バスケットボール（男） 2 4 5 11 6 5 4 15 26

4 バスケットボール（女） 5 5 8 18 6 4 6 16 34

5 バ レ ー ボ ー ル （ 男 ） 12 6 6 24 24

6 バ レ ー ボ ー ル （ 女 ） 2 5 12 19 3 3 5 11 2 6 4 12 42

7 ハ ン ド ボ ー ル （ 男 ） 5 11 5 21 21

8 ハ ン ド ボ ー ル （ 女 ） 2 8 4 14 14

9 ソ フ ト テ ニ ス （ 男 ） 4 8 13 25 25

10 ソ フ ト テ ニ ス （ 女 ） 16 14 2 32 7 7 2 16 48

11 卓 球 （ 男 ） 8 12 17 37 5 6 8 19 4 9 4 17 73

12 卓 球 （ 女 ） 4 6 6 16 0 2 2 4 5 2 5 12 32

13 ソ フ ト ボ ー ル 3 2 12 17 17

14 水 泳 10 2 1 13 13

15 柔 道 8 6 7 21 21

16 剣 道 4 5 3 12 2 6 1 9 21

17 陸 上 （ 特設 含） 11 22 14 47 47

1 吹 奏 楽 17 6 3 26 26

2 合 唱 （ 特設 含） 7 9 6 22 22

3 美 術 15 6 29 50 50

4 科 学 8 9 5 22 22

5 パ ソ コ ン 11 18 13 42 42

6 手 芸 ・ 工 芸 7 13 7 27 27

7 文 化 （総 合文 化） 6 10 5 21 7 6 4 17 38

32 13 9 54 4 4 2 10 1 3 0 4 68

216 205 209 630 28 37 29 94 38 45 33 116 840

119 131 137 387 18 23 22 63 30 36 29 95 545

55.1% 63.9% 65.6% 61.4% 64.3% 62.2% 75.9% 67.0% 78.9% 80.0% 87.9% 81.9% 64.9%

65 61 63 189 6 10 5 21 7 6 4 17 227

30.1% 29.8% 30.1% 30.0% 21.4% 27.0% 17.2% 22.3% 18.4% 13.3% 12.1% 14.7% 27.0%

合計生徒数

運動部所属人数

文化部所属割合

文化部所属人数

運動部所属割合

運

動

部

文

化

部

無所属

紫波一中 紫波二中 紫波三中
総計
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（３）学校部活動の活動状況（令和６年８月調査） 

  ア 休日の活動状況 

   （ア）休日に活動を実施している部数 

       ◇運動部 28 部（96.5％） 

         内訳）毎週：25 部、月３回：１部、月２回：２部 

       ◇文化部  2 部（25.0％） 

         内訳）毎週：１部、月３回：１部 

   （イ）校外の活動等により、休日の学校部活動に参加しない生徒数 

       ◇運動部 12 人 

       ◇文化部  0 人 

（ウ）外部指導者を有する部数 

       ◇運動部 23 部（79.3％） 

         内訳）2 人：２部、２人：８部、１人：13 部 

       ◇文化部  0 部 

 

本町の中学校における休日の部活動は、特に運動部を中心として高い実施率を示しており、全体で

96.5％の部が休日にも活動を継続している。これは、運動部活動が生徒の生活の一部として定着して

いることを示しており、保護者や地域の理解・協力のもとで運営されている実態がうかがえる。一方

で、文化部の休日活動率は 25.0％にとどまり、活動機会の明確な格差が見られる。これは、文化部の

活動内容や規模、必要な環境が異なることによるものであり、今後の地域展開ではこうした実情を踏

まえた柔軟な制度設計が求められる。 

また、校外の活動により学校部活動の休日参加を見合わせる生徒（運動部 12 人）の存在は、学校外

にも多様な活動ニーズや受け皿が存在していることを示しており、学校部活動が唯一の活動機会では

なくなりつつある現状を反映している。こうした傾向は今後ますます進行することが予想され、学校

と地域が連携して、多様な選択肢を保障する体制の構築が必要である。 

 

  イ 保護者会等の活動状況 

（ア）保護者会を有する部数 

       ◇運動部 25 部（86.2％） 

       ◇文化部  １部（12.5％） 

   （イ）保護者会を有している部のうち、平日に保護者会練習を実施している部数 

       ◇運動部 19 部（76.0％） 

         内訳）週４回：２部、週２回：13 部、週１回：４部 

       ◇文化部  0 部 

（ウ）保護者会を有している部のうち、休日に保護者会練習を実施している部数 

       ◇運動部 ６部（24.0％） 

         内訳）毎週：４部、月２回：２部 

       ◇文化部  0 部 

（エ）部員の大半が参加する保護者会以外の団体（例：スポ少等）がある部数 

       ◇運動部 ７部（24.1％）     ◇文化部 ０部 
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本町の中学校における部活動においては、運動部の約 9 割（86.2％）が保護者会を有しており、従

来から家庭と学校が連携して学校部活動を支えてきた体制が定着していることがうかがえる。特に、

平日に保護者会による練習支援を行っている部が約 4 分の 3（76.0％）を占めており、家庭・地域が

活動運営に積極的に関わる文化が形成されていることは、今後の地域展開の推進において重要な資源

である。一方、休日の活動における保護者会の関与は比較的少なく、休日支援を行っている部は

24.0％にとどまっている。今後、休日活動を中心に地域展開を進めていくにあたっては、この時間帯

での支援体制をどのように確保するかが課題となる。 

文化部に関しては、保護者会の組織率が極めて低く（12.5％）、また、保護者会練習の実施状況も皆

無であることから、運動部と比較して家庭や地域との接点が少ない状況にある。これは、文化部の性

質や活動の専門性に起因する側面もあるが、今後の地域展開においては、文化芸術分野での地域支援

体制をどう形成していくかが、制度設計上の焦点となる。 

また、部員の大半がスポーツ少年団などの保護者会以外の地域団体に参加しているケースが運動部

で約 4 分の 1（24.1％）に見られることから、一部の競技においては、すでに学校外での活動基盤が

一定程度確立していると言える。これは、地域クラブへの展開に向けた足がかりとなると同時に、既

存の団体との役割分担や連携の在り方を整理しておく必要があることも示唆している。 

 

 

（４）本町のスポーツ団体等の状況（令和６年度） 

 ア 紫波町スポーツ協会登録団体 

1 日詰地区体育会  

2 古館地区体育会  

3 水分地区体育会  

4 志和地区体育会  

5 赤石地区体育会  

6 彦部地区体育会  

7 佐比内地区体育会  

8 赤沢地区体育会  

9 長岡地区体育会  

10 紫波町陸上競技協会  

11 紫波町水泳協会  

12 紫波町サッカー協会  

13 紫波町バレーボール協会  

14 紫波町テニス協会  

15 紫波町バスケットボール協会  

16 紫波町自転車クラブ 休会中 

17 紫波町ソフトテニス協会 休会中 

18 紫波町卓球協会  

19 紫波町野球協会  

20 紫波町柔道協会  
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21 紫波町ソフトボール協会  

22 紫波町バドミントン協会  

23 紫波町弓友協会  

24 紫波町剣道協会  

25 紫波町ラグビーフットボール協会  

26 紫波町銃剣道協会  

27 紫波町アーチェリー協会  

28 紫波町空手道協会  

29 紫波町カヌークラブ  

30 紫波町ゲートボール協会  

31 紫波町ゴルフ協会  

32 紫波町スキー協会  

33 紫波町なぎなたクラブ  

34 紫波町グラウンドゴルフ協会  

35 紫波町レクリエーション協会  

36 紫波町雪合戦協会  

 

 イ 総合型地域スポーツクラブ登録団体 

1 紫波ウイング テニス・卓球・スポーツ吹矢 中学生在籍 

 

 ウ 紫波町スポーツ少年団登録団体 

   17 団体が登録。うち、８団体には中学生も在籍して活動している。 

 

 （５）活動場所として想定される本町の施設等 

１ サン・ビレッジ紫波  

２ オガールアリーナ  

３ 紫波町総合運動公園  

４ 桜町河川グラウンド  

５ 紫波自転車競技場  

６ 佐比内サイクルパーク  

７ 情報交流館  

８ 各小中学校（跡地活用含む）  

９ 各公民館  
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３ 地域展開に係る小中学生及び保護者の意識（中学校部活動の地域移行に係るアンケート結果） 

（１） 調査の実施概要 

  ア アンケート実施期間 

    令和７年２月５日（水）～２月 18 日（火） 

  イ 対象・回収数 

    ・町内小学校５・６年児童：464 人 

    ・町内中学校１・２年生徒：455 人 

    ・町内小 5・6 年及び中 1・2 年の保護者：557 人 

 

（２） 結果の概要 

  ア 小中学生の結果 

  （ア）平日や休日に学校以外の活動を行っている児童生徒数     

 スポーツ系 文科系 

小学生 266 人（57％） 112 人（24％） 

中学生 146 人（32％） 100 人（22％） 

（イ）「 （ア）」のうち週末に活動がある児童生徒数 

 スポーツ系 文科系 

小学生 213 人（80％） 56 人（50％） 

中学生 131 人（90％） 49 人（49％） 

  （ウ）地域展開になった場合、「地域クラブ」に参加したいか   

 小学生 中学生 

活動場所が町外でも参加したい 52 人（11％） 53 人（12％） 

活動場所が町内であれば参加したい 91 人（20％） 86 人（19％） 

参加したくない 113 人（24％） 135 人（30％） 

分からない・悩んでいる・決められない 208 人（45％） 181 人（40％） 

（エ）地域展開になった場合、「地域クラブ」で何を目標として活動したいか。 

 小学生 中学生 

大会やコンクールなどで優勝するために、技術力の向上を

目指して、大変でも長時間の活動・練習をしたい。 
38％ 61％ 

大会やコンクールなどで優勝するよりも、趣味や友達づく

りとして、短い時間で、楽しく活動したい。 
62％ 39％ 

  （オ）「地域クラブ」でどんな活動をしたいか。（複数回答）  

 小学生 中学生 

いろいろな種目が体験できるスポーツ活動 34 人 40 人 

スポーツや文化芸術活動など、いろいろなことが体験できる総合型の活動 15 人 21 人 

いろいろな活動が体験できる文化芸術活動 11 人 15 人 

   希望種目（上位３種目） 

 小学生：①バスケットボール、②サッカー、③野球、③バドミントン 

    中学生：①バドミントン、②バスケットボール、③バレーボール 
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  （カ）「地域クラブ」に参加したくない理由（複数回答）     

 小学生 中学生 

休日は、地域のスポーツ団体などで活動するから 14 人 11 人 

休日は、習い事や塾があるから 12 人 15 人 

学校の部活動に力を入れたいから 24 人 36 人 

勉強との両立に不安があるから 21 人 27 人 

自分の自由な時間がほしいから 58 人 81 人 

活動するための費用に不安があるから 10 人 19 人 

活動場所への移動に不安があるから 7 人 15 人 

特に理由はない 26 人 24 人 

その他 14 人 21 人 

 

本調査から、小中学生の多くがすでに学校外のスポーツや文化活動に参加しており、特にスポーツ

系では中学生の約３割、小学生では過半数が平日・休日を問わず活動していることが分かった。地域

クラブへの参加意向では、「町内なら参加したい」が２割程度にとどまり、「分からない」「参加したく

ない」が全体の７割近くを占めている。この背景には、「自由な時間の確保」「勉強との両立」「費用や

移動への不安」といった現実的な課題がある。また、活動の目的については、小学生は「楽しさ」を

重視する一方で、中学生は「競技力向上」と意識に違いが見られ、年齢や発達段階に応じた指導や目

標設定の重要性が示唆される。活動種目の希望も多岐にわたっており、従来の学校部活動にとどまら

ない多様な選択肢の整備が求められる。地域展開を進めるにあたっては、制度の丁寧な周知ととも

に、柔軟で段階的な移行措置が必要である。 

 

 イ 保護者の結果 

 （ア）中学校の部活動を地域が担うことについて 

賛成 97 人 17% 

どちらかといえば、賛成 161 人 29% 

どちらかといえば、反対 45 人 8% 

反対 31 人 6% 

わからない・悩んでいる・決められない 223 人 40% 

 （イ）「地域クラブ」において、どのような活動が行われることを期待するか（複数回答） 

学校の部活動と同じスポーツ種目・文化芸術活動 165 人 30% 

学校の部活動にはない、別のスポーツ種目・文化芸術活動 68 人 12% 

複数の種目が体験できるスポーツ活動・文化芸術活動 114 人 20% 

スポーツ種目も文化芸術活動も体験できる総合的な活動 69 人 12% 

分からない・悩んでいる・決められない 117 人 21% 

その他 23 人 4% 

  

  

 



- 10 - 

（ウ）地域展開に期待すること（複数回答） 

学校部活動にはない新たな種目の設定 152 人 11% 

子供が希望する種目の活動の継続 290 人 20% 

他校の生徒との交流 142 人 10% 

多世代の地域住民との交流 63 人 4% 

子供の興味・関心に合わせた活動の実施 220 人 16% 

専門的な指導が受けられる 251 人 18% 

技術力の向上 164 人 12% 

設備の整った環境での活動 80 人 6% 

特になし 44 人 3% 

その他 10 人 1% 

 （エ）地域展開で心配なこと（複数回答） 

生徒や指導者との人間関係 208 人 14% 

活動場所までの送迎 326 人 22% 

指導者の質の担保 148 人 10% 

指導者の人材不足 188 人 13% 

活動に係る経費の負担（月謝・遠征費など） 221 人 15% 

活動を担う受け皿が地域にあるのか 185 人 13% 

けがやトラブル等の対応 58 人 4% 

活動に係る責任の所在 86 人 6% 

特になし 22 人 2% 

その他 22 人 2% 

（オ）「地域クラブ」の参加費として妥当な金額 

1,000 円以内 164 人 29% 

1,001 円～3,000 円 267 人 48% 

3,001 円～5,000 円 101 人 18% 

5,001～10,000 円 23 人 4% 

10,001 円以上 2 人 0% 

 

保護者の約半数が学校部活動の地域展開に前向きである一方、4 割が「わからない・悩んでいる・

決められない」と回答しており、十分な理解と情報提供が不可欠であることが分かる。期待する活動

内容では、学校部活動と同じ種目の継続が最も多く、次いで「複数種目の体験」や「総合的な活動」

が挙げられ、多様な活動形態への関心が高い。また、「子どもの希望する種目の継続」や「専門的な指

導の充実」への期待も大きく、単なる移行にとどまらず、質的向上へのニーズも読み取れる。一方

で、送迎や費用負担、人間関係や指導者確保への不安も大きく、保護者の心理的・実務的な負担軽減

が鍵となる。参加費については月額 3,000 円以内が 8 割弱を占め、受益者負担を前提としつつも、負

担感への配慮が求められる。今後は、保護者の不安や要望に丁寧に対応し、参画意識を高める取り組

みが要である。 
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４ 地域展開推進方針の基本的な考え方 

（１） 策定の趣旨 

   紫波町では、すべての中学生が、スポーツや文化・芸術活動に継続して親しみ、自らの意欲や

関心に応じて主体的・自発的に取り組むことができる環境づくりを目指している。こうした活動

を通じて、生徒はスポーツや文化・芸術の楽しさや喜びを味わいながら、体力や技能の向上にと

どまらず、自主性、協調性や責任感、自己肯定感など、将来にわたって生きる力を育むことが期

待される。 

このような学びの場を、学校と地域が連携・協働して支えていくことで、学校の枠を越えた仲

間とのつながりや、地域の様々な人・世代との交流など、新たな経験の機会が広がる。地域の特

色や人材を活かし、持続可能で魅力ある活動環境を整えていくことは、町の教育力や地域力の向

上にもつながる。また、地域におけるスポーツ・文化芸術活動は、競技性や成果のみに偏ること

なく、生徒が生涯にわたって活動に親しむために必要な資質・能力を育成することを主な目的と

し、生徒の自主的・自発的な参加を基本として展開されることが重要である。 

本方針は、国や県が示す学校部活動の地域展開に関する方針を踏まえつつ、本町の実情に応じ

て、検証を重ねながら段階的に取り組みを進めていくため、共通の目標と方向性を明確にし、学

校・保護者・地域が力を合わせて進めるための基本的な考え方を示すものである。 

また、本方針は、地域展開に関するすべての制度や運営の在り方を現時点で確定するものでは

なく、国が示す改革実行期間における検証や制度整備の動向を踏まえながら、段階的に具体化し

ていくことを前提とする。当面は、モデル的な取組等を通じて成果や課題を検証し、その結果を

踏まえて、運営体制や制度設計の在り方について必要な見直しや整理を行っていくものとする。 

 

（２） 本方針の位置づけ 

本方針は、スポーツ庁及び文化庁が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方

等に関する総合的なガイドライン」並びに岩手県の「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に

関する総合的なガイドライン」等を踏まえ、紫波町における学校部活動の地域展開及び地域クラ

ブ活動の在り方について、基本的な考え方と進め方を示すものである。 

国のガイドラインでは、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、地域全体

で活動を支えることにより、生徒のニーズに応じた多様な体験や、学校段階にとらわれない継続

的な活動など、新たな価値を創出することの重要性が示されている。 

また、地域クラブ活動の具体的な形態や内容については、地域の実情等に応じて多様な在り方

が認められている。 

町において、地域との連携・協働のもとで持続可能な活動環境を構築し、生徒にとって多様で

豊かなスポーツ・文化芸術活動の機会を保障するために、段階的な取組の方向性やスケジュール

を明らかにするとともに、町民の理解と協力を得ながら円滑に地域展開を推進していくための基

盤となる計画として位置付ける。 
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（３） 実施期間 

国は、令和 5 年度から令和 7 年度までを「改革推進期間」と位置付け、地域の実情等に応じて

可能な限り早期の地域展開の実現を目指すこととしている。また、令和 8 年度から令和 13 年度

までを「改革実行期間」とし、休日の学校部活動については全国の中学校での地域展開を推進し

つつ、平日についても段階的に展開を進める方向性が示されている。 

本町においても、こうした国の方針を踏まえ、子どもたちが身近な地域でスポーツや文化・芸

術活動に継続して親しむことができる環境の整備を目指し、段階的な地域展開に取り組む。 

本町では、改革実行期間の前期にあたる時期を中心に、まずはモデル的な取組を実施し、成果

や課題について検証を行う。その検証結果を踏まえ、実施可能な学校部活動や種目から、休日を

中心とした地域クラブ活動への展開について検討・準備を進めていく。 

改革実行期間の後期においては、各競技や活動の特性、指導者の確保状況、受け皿となる地域

クラブ等の育成状況を踏まえながら、地域展開の在り方を整理し、段階的に取組を拡充していく

ものとする。平日の活動については、国の動向や地域の体制整備の状況を踏まえつつ、条件が整

ったものから検討を行い、持続可能な活動モデルの構築を目指す。なお、学校部活動の地域展開

は、単に学校から活動を切り離すことが目的ではなく、地域全体で子どもたちの成長を支え、ス

ポーツ・文化芸術に親しめる社会を築いていくことに主眼がある。町としても、地域の理解と協

力を得ながら、関係機関・団体と協働し、地域に根差した新たな活動環境の整備と機運の醸成に

努める。 

 

 

図３ 学校部活動の地域展開に係るスケジュールのイメージ 

 年度 事業展開の流れ イメージ 

改
革
推
進
期
間 

R6 

・部活動の地域展開に関する検討会の開催 

・紫波町部活動地域展開推進協議会設置要綱策定 

・紫波町部活動地域展開推進協議会設立 

地
域
展
開
の
検
討
・
周
知 

R7 

・中学校部活動「休日の地域展開」に関する基本方針策定 

・紫波町中学生のスポーツ・文化活動の地域展開に係るモデルクラブ事業

実施要綱検討 

・保護者・地域住民等への周知・広報 

改
革
実
行
期
間(

前
期) 

R8 
・モデルクラブ事業の実施・検証 

・紫波町における部活動の在り方に関する方針の改定協議 
休
日
の
地
域
展
開
準
備 

R9 

・モデルクラブ事業の実施・検証 

・紫波町中学生のスポーツ・文化活動の地域展開事業実施要綱策定 

・休日の学校部活動の地域展開準備 

R10 

・夏季休業明け以降、休日の学校部活動の地域展開に向けた移行の検討・

実施（移行期間） 

・地域展開に関する中間評価（課題検証）及び取組方針の修正等 
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改
革
実
行
期
間(

後
期) 

R11 
・休日の学校部活動の地域展開を基本とした運用への移行 

・平日の学校部活動の地域展開に係る検討 
平
日
の
地
域
展
開
準
備 

R12 ・平日の学校部活動の地域展開に向けた制度設計・体制整備 

R13 ・体制が整った学校部活動から、平日の地域展開について順次検討・実施 

※ 本表は、現段階における計画として、国の改革実行期間を踏まえた事業展開の流れを示したもの

である。今後、モデル的な取組の検証結果や国・県の制度整備の状況等を踏まえ、必要に応じて、

実施時期や内容について見直しを行う場合がある。 

 

 

５ 地域展開の進め方 

 

（１） 地域展開の対象と範囲 

   地域展開は、町内 3 つの中学校における休日の学校部活動を対象として、改革実行期間におけ

る検証や準備の状況を踏まえつつ、段階的に進めていく。初期段階では、各校の規模、部活動の

運営状況、指導者の確保状況等を総合的に勘案し、無理のない形で実施可能な種目から地域展開

に取り組んでいく。 

 

対象となる種目は、現行の学校部活動種目に加え、児童生徒の多様なニーズや地域の特性に応

じて、新たな種目の導入も視野に入れる。また、地域で活動する民間のスポーツ・文化芸術団体

等との連携を図り、これらの団体が運営主体となる可能性についても検討を進める。 

 

活動の指導については、これまで教員が中心となって担ってきたが、今後は地域の人材や団

体、専門的な知識・経験を有する外部人材の活用も積極的に図る。教員以外の多様な人材が指導

に関わることで、活動の幅を広げるとともに、持続可能な運営体制の構築につなげていく。 

地域展開の推進にあたっては、特に活動にかかる費用面の課題に配慮することが不可欠であ

る。そのため、移動や活動に係る費用、保険料等については、原則として受益者負担を基本とし

つつ、すべての生徒が参加の機会を失うことのないよう、家庭の経済的負担に配慮した助成制度

等の整備・活用についても併せて検討する。 

 

将来的には、地域の受け皿となる団体の整備状況や指導体制の充実を踏まえ、平日への地域展

開も段階的に進めていくことを視野に入れる。特に、地域の体制やニーズ、学校との連携状況な

どの条件が整った種目については、その状況を踏まえながら、地域展開の在り方について検討を

進め、持続可能で魅力ある活動環境の構築を一層促進していくこととする。 
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     図４ 休日の地域展開のイメージ 

休日の学校部活動の地域展開のイメージ 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

（２） 推進協議会の設置と役割 

地域展開の推進にあたっては、学校関係者、地域のスポーツ・文化芸術団体、保護者、行政、

民間事業者など、多様な関係者が連携・協働することが不可欠である。 

このため、本町では「紫波町部活動地域展開推進協議会」を設置し、地域展開に関わる必要な

事項について協議・検討を進めていくものとする。 

協議会の事務局は教育委員会（学校教育課及び生涯学習課）が担い、年４回の定期開催を基本

とするとともに、必要に応じて分科会を設置し、地域展開の進行状況を継続的に把握・調整する

体制とする。また、議論の活性化を図るため、必要に応じて協議会委員以外の関係者の出席や資

料提供を求めることができるものとする。加えて、モデル的な取組の実施状況や検証結果、国・

県の動向等を踏まえ、地域展開の進め方や制度設計の在り方について必要な検討・整理を行い、

教育委員会に対して助言等を行う役割を担うものとする。 

 

（３） 運営団体・実施主体の設定 

地域展開における活動の運営団体及び実施主体については、次の２つの類型を基本とするが、

地域の実情等に応じて、他の形態についても検討の対象とする。 

    ①保護者会や地域の有志等が設立・運営する地域クラブ 

      生徒の保護者や地域住民など、地域の関係者が中心となって構成・運営する団体を想定

する。地域とのつながりを重視し、学校と連携しながら活動を行う。 

    ②町内で既に活動実績のある民間団体等が運営する地域クラブ 

      既存のスポーツ・文化芸術団体等が、活動受け皿として主体的に運営を担う。 

運営団体の認定にあたっては、活動の継続性・安定性、地域との連携実績、指導者の確保状

況、安全管理体制等を総合的に判断する。これらの基準を明確にするため、町では「紫波町中学

生のスポーツ・文化活動の地域展開事業実施要綱（仮称）」について検討を進め、運営団体の申

請・認定、報告義務、支援制度等の必要事項を整理するものとする。 

 

休日（土日）の活動 

休日の学校部活動を完全廃止 

参加者 

３校からの希望者誰もが参加可能 

中体連等の大会参加区分 

学校部活動もしくは地域クラブ活動 

活動時間 

休日１日（年間35日）・３時間以内 

移行後の指導者 

教職員以外の地域の指導者 

移行後の運営・実施主体 

新設団体もしくは既存クラブ・団体 
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   図５ 今後の地域クラブのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 開設種目と選定方法 

地域展開の対象とする種目については、特定の種目をあらかじめ固定的に設定するものではな

く、地域において活動を担う団体や指導者等からの応募があるかどうかを基本的な前提として決

定するものとする。 

その上で、各中学校において現在行われている学校部活動の種目を一つの参考としつつ、生徒

の希望、地域資源の状況、指導者の確保状況等を総合的に考慮し、町が定める認定条件に基づき

応募内容を審議の上、地域展開の対象とする種目を認定するものとする。 

開設する種目の数や内容については、年度ごとに参加状況や運営体制等を踏まえて見直しを行

い、持続可能で魅力ある活動となるよう調整を図る。 

また、地域の特性や新たなニーズに応じて、推進協議会等における協議を通じて地域の実情や

応募状況等を整理し、その結果を踏まえながら、従来の学校部活動の枠にとらわれない新たな種

目や活動形態の開設についても検討する。 

 

（５） 参加体制の考え方 

地域展開における参加体制は、町内３校のいずれに在籍する生徒であっても、希望する活動に

参加できることを基本とする。これにより、生徒の多様なニーズに応え、より開かれた柔軟な活

動環境の実現を図る。ただし、地域展開の初期段階においては、部員数の少ない種目や指導者確

保の状況などを踏まえ、特定の学校を活動拠点とする「拠点校方式」や学校間連携による合同活

動も取り入れながら、段階的に運営体制を整えていく。 

将来的には、活動場所や実施主体にかかわらず、町内すべての生徒が等しく活動に参加できる

体制の確立を目指し、地域の状況等を踏まえながら段階的に整理を進めていく。 

 

 

出典： 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（スポーツ庁・文化庁） 
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（６） 指導者の確保と管理体制 

地域展開における指導者は、地域の専門人材、団体所属者、外部講師など、教員以外の多様な

人材を中心として活用を基本とするが、兼職兼業を希望する教員が指導者となることも可能とす

る。生徒が安心して活動に取り組めるよう、適切な人材の確保と管理体制について検討を進め

る。 

指導にあたる者への報酬については、原則として参加費（受益者負担）を原資とし、各運営団

体において妥当な水準で定めるものとする。 

また、安全・適切な活動運営のために、地域指導者向けの研修会・講習会は町教育委員会が主

催することを基本とし、必要に応じて実施する。研修では、生徒理解、救急対応、スポーツ・文

化活動に関する知識、コンプライアンスや倫理規範などを体系的に含め、地域の指導者が質の高

い活動指導を行える体制を整備に努める。 

 

（７） 経費の取扱い 

地域展開における活動に要する費用（参加費、保険料、備品・消耗品費等）については、原則

として受益者負担を基本とする。ただし、町及び運営団体が連携しながら、家庭の経済状況や活

動の実態に応じて、すべての生徒が経済的理由により参加を制限されることのないよう配慮す

る。 

各運営団体においては、費用の内訳や徴収方法の透明性を確保し、適正な執行管理に努めるこ

ととする。 

また、教育委員会においては、必要に応じて公的補助制度の導入を今後の検討課題とし、あわ

せて就学援助制度との連動や対象拡大の可能性についても検討を進める。 

 

 

（８） 会場の確保 

地域展開における活動場所は、地域の体育施設、公民館、文化施設等の公共施設と、各学校の

体育館や特別教室などの学校施設の双方を、原則的に活用する。活動の内容や参加者数、時間帯

等に応じて、適切な会場を柔軟に選定していく。 

施設の確保にあたっては、町、学校及び運営団体が連携し、地域の関係機関や施設管理者と調

整を図りながら、相互に理解と協力をもって、節度ある運用に努める。安全で円滑な活動が行わ

れるよう、関係者間の連携のもと体制を整える。 

なお、施設使用料の減免等に関する取り扱いについては、今後の検討課題として、教育委員会

内で協議を進めていく。 

 

（９） 大会参加の方針 

地域クラブ活動として大会に参加する場合は、参加する大会の主催団体や制度に応じた登録・

手続きを行い、公式な資格を得ることが求められる。特に、中体連関連の大会に参加する際は、

岩手県中学校体育連盟等への登録を行い、「地域クラブ活動」としての参加資格を整えるととも

に、制度上の要件や手続きを的確に把握し、町や学校、関係機関との連携を図りながら調整を進

める。 
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また、中体連以外の競技団体や協会等が主催する大会については、それぞれの団体が定める登

録方法や参加条件に従い、必要な手続きを行う。いずれの場合も、大会参加が円滑に実施できる

よう、指導者・保護者への丁寧な周知を行い、生徒が安心して参加できる環境を整備する。 

なお、地域クラブ活動は大会参加のみを目的とするものではなく、大会への参加自体も必須で

はない。生徒一人ひとりの意欲や関心に応じて、競技志向で大会を目指す活動だけでなく、楽し

さや交流を重視した活動も選択できるようにすることで、多様な活動機会を保障していく。 

 

（10） 周知・説明・意見公募の機会の確保 

地域展開の円滑な推進に向けては、学校・地域・保護者など関係者に対し、計画の趣旨や進捗

状況などを丁寧かつ分かりやすく周知することが重要である。そのため、教育委員会を中心とし

て、説明会の開催や文書・ウェブ媒体による情報提供など、関係者の理解と協力を得るための手

法について、今後具体的に検討を進めていく。 

また、地域や保護者等からの意見を広く把握し、計画に反映させていくことも重要であり、意

見公募の実施方法についてもあわせて検討していく。 

 

６ モデルクラブの進め方 

（１） 目的 

   モデルクラブは、地域展開の円滑な導入と実効性の検証を目的として、町内において先行的に

設置するものである。公募により選定された地域クラブをモデルとして、運営体制、参加状況、、

費用負担の在り方等について実践を通じて検証し、課題及び改善点を具体的に把握する。これら

の成果を踏まえ、今後の地域クラブ活動の拡充や他の活動への波及・展開につなげるための実証

的な役割を担うものとする。 

 

（２） 運営団体・実施主体の選定 

   モデルクラブを担う運営団体及び実施主体は、応募型（公募方式）により募集するものとし、

学校（保護者会）、既存クラブ、地域団体等からの応募を対象とする。選定にあたっては、別に定

める選定基準を基本とし、「紫波町部活動地域展開推進協議会」における協議を踏まえ、教育委員

会が地域の実情や団体の取組内容、運営の実現性等を総合的に判断し、モデルクラブとして認定

するものとする。 

なお、選定にあたっては、地域における先行的・実証的な取組としての性質を踏まえ、選定後

においても関係者との協議や調整を重ねながら、円滑な事業実施及び持続的な運営につながる体

制の構築を図るものとする。 

 

（３） モデルクラブ運営の具体 

①対象生徒 

・町内の 3 中学校に在籍している生徒 

②活動 

・活動は休日（土曜日又は日曜日のいずれか）に実施 

・1 回あたりの活動時間は 3 時間以内 

・当該モデル事業においては、原則として、長期休業期間中は活動を行わない 
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③費用負担 

・参加費、移動費、物品購入費、指導者への報酬等については、モデル事業においては参

加者の自己負担を基本とする 

・活動中の事故等に備える傷害保険への加入も参加者の自己負担とする 

④指導者の確保・報酬について  

 ・指導者については、モデル事業においては地域の協力者等を確保するよう努めるものと

するが、兼職兼業を希望する教員も可とする 

・指導者の報酬は原則として生徒の参加費から賄う 

  ⑤生徒の募集について 

   ・生徒募集に係る案内文書等は、事前に町教育委員会へ提出する 

・提出された案内文書等は、学校を通じて生徒・保護者に配布又は紹介する 

・保護者が地域クラブの代表者へ直接申し込む 

  ⑥教育委員会との連携について 

   ・運営は、教育委員会が定める「紫波町中学生のスポーツ・文化活動の地域展開モデルクラブ

事業実施要綱（仮称）」に基づくことを想定して行う。実施要綱については、今後検討予

定。 

・教育委員会が主催する連絡会、研修会等へ積極的に参加することとする 

・教育委員会は、地域クラブの円滑な運営に向けて以下の支援を行う 

  ◇生徒募集に係る案内文書の内容確認及び学校を通じた配布の調整 

◇活動に関する相談窓口の設置 

◇安全管理体制や傷害保険加入に関する情報提供 

⑦安全管理・リスク対応 

・活動時には参加者名簿を作成し、指導者が安全管理を行う 

・活動中の生徒指導や疾病等への対応方法（連絡体制・病院への引率など）を明示 

⑧活動場所・施設の使用 

・活動場所（学校施設、地域の公共施設等）の使用許可については、地域クラブが責任を

もって手続きを行う 

・使用料が発生する場合は、参加費に含めて対応 

⑨保護者の関与 

・活動内容や年間予定、連絡体制について、入会時に保護者へ説明を行う 

・必要に応じて送迎・行事協力など保護者の協力を依頼することができる 
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資料１ （リンク集）国や県が発表した部活動の地域展開に関わる主な資料について 

 

1 国

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について

　□令和２年9月　　□スポーツ庁

https://www.mext.go.jp/sports/content/20200902-spt_sseisaku01-000009706_1.pdf

2 国

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン【概要】

　□令和４年12月　　□スポーツ庁・文化庁

https://www.mext.go.jp/sports/content/20221227-spt_oripara-000026750_1.pdf

3 国

部活動改革に伴う学習指導要領解説の一部改訂について【概要】

　□令和６年12月　　□スポーツ庁

https://www.mext.go.jp/sports/content/20250116-spt_oripara-000039767_001.pdf

4 国

地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議における最終とりまとめ

　□令和７年５月16日　　□スポーツ庁

https://www.mext.go.jp/sports/content/20250516-spt_oripara-000042507_000.pdf

5 国

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン【概要】

　□令和７年12月　　□スポーツ庁・文化庁

https://www.mext.go.jp/sports/content/20251215-spt_oripara-

000046180_001.pdf

6 県

岩手県の中学校のスポーツ・文化活動のこれから

　□令和３年３月

　□岩手県「中学校スポーツ・文化活動に係る研究」有識者会議

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/043/237/teigen-

honbun.pdf

7 県

岩手県における学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針【概要版】

　□令和４年12月　　□岩手県

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/070/545/gaiyou.pdf

8 県

公立中学校の学校部活動における地域クラブ活動への移行に向けた手引き【令和６年３月版】

　□令和６年３月　　□岩手県

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/062/627/guidance_20

24.03.pdf
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資料２ 紫波町中学校部活動の地域展開に関する用語集 

 

用語 解説

紫波町部活動地域展開推進

協議会

学校関係者、地域団体、保護者、行政、民間事業者などで構成し、地域展開の方

針や体制について協議・検討する組織。

改革実行期間

　令和8〜13年度に位置付けられた実施段階の期間。前期（8〜10年度）に休日

の地域展開を全国的に進め、中間評価を経て後期（11〜13年度）に一部平日活

動も展開する。

改革推進期間
令和5〜7年度に位置付けられた準備・検討期間。可能な限り早期の地域展開実

現に向け、体制整備やモデル事業などを進める。

地域展開

学校部活動を、地域の団体や人材が主体となって運営する活動へと移すこと。地

域の特色や資源を生かし、多様で持続可能な活動環境を整えることを目的とす

る。

地域移行
従来使われてきた用語で、学校から地域への活動移転を意味する。令和6年12月

の国の方針で「地域展開」という新たな用語に置き換えられた。

学習指導要領

　文部科学省が定める、全国の小学校・中学校・高等学校などで教育課程を編

成・実施する際の基準。特別活動の一環として学校部活動に関する位置付けや指

導の在り方も示されており、生徒の自主的・自発的な活動を通して、豊かな人間

性や社会性を育成することが重視されている。

学校部活動
　学校教育の一環として、学校の責任下で行われる活動。教員が顧問となる他、

部活動指導員や外部指導者が指導する場合もある。

部活動指導員
　部活動指導員は、学校教育法施行規則に基づき、町が雇用する正規の職員で、

部活動の顧問となることが可能。

外部指導者
　部活動指導員以外の指導者で、学校設置者との雇用関係によらず、学校外の指

導者等との連携・協力関係のもと、部活動の指導に加わってもらう方のこと。

合同部活動

　在籍校に部活動は開設されているが、部員数が少ないなどの状況により、十分

な活動ができない等の場合に、一時的に他校の部と練習や試合等の活動を共にす

るもの。

拠点校部活動
　在籍校に希望する部活動がないこと等の場合に、参加を希望する生徒を近隣の

他の学校が受け入れるもの。

地域クラブ活動

　社会教育の一環として、学校以外の団体等が運営団体・実施主体となり行われ

るもの。学校部活動を地域クラブ活動に代替させていくことを、「地域展開」と

いう。岩手県中学校体育連盟に登録すると、中体連主催大会に参加が可能とな

る。

運営団体
部活動の地域展開において、事務手続き、参加料の集金、練習会場や指導者の確

保など、活動運営に必要な業務を行う団体。

実施主体
部活動の地域展開において、地域クラブ活動の参加者に対して実際に指導を行う

団体や指導者。

スポーツ少年団

日本スポーツ協会が組織する、子どもたちがスポーツを通じて健全な心身の発達

や仲間づくりを図る地域団体。地域の大人が指導者となり、練習や大会参加など

の活動を行う。

総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

地域住民が年齢や競技レベルを問わず、さまざまなスポーツを継続的に楽しめる

ようにした地域クラブ。複数種目の活動や交流を通じて、健康づくりや地域活性

化を図る。紫波町内に１クラブある。

モデルクラブ
地域展開の試行として先行的に設置される地域クラブ。運営方法や課題を検証

し、本格実施への参考とする役割を持つ。

兼職兼業
　公務員が本来の職務以外で報酬を得て活動すること。教員が地域クラブ活動の

指導に従事する場合は、服務監督者（町教委）の許可が必要である。

受益者負担
　利益や便益を受ける人が、その費用の全部または一部を負担すること。部活動

では、参加費・保険料・移動費などを参加する生徒本人が負担すること。

参加費
活動運営に必要な経費のうち、参加者が負担する費用。指導者報酬や会場使用料

などに充てられる。

保険料 活動中の事故やけがに備えて加入する傷害保険等の費用。参加者が負担する。

移動費 大会や練習会場への移動にかかる交通費。原則として参加者が負担する。  
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資料３ 地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議(出典：文部科学省) 
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資料 4 部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(出典：文部科学省) 
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資料５ 紫波町部活動地域展開推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 紫波町立中学校における部活動の段階的な地域展開（以下「部活動の地域展開」という。）

について検討するため、紫波町部活動地域展開推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設

置する。 

（所掌） 

第２ 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 部活動の地域展開の在り方に関すること。 

(２) 部活動の地域展開に向けた環境整備に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、部活動の地域展開の検討に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３ 推進協議会は、委員 18 名以内をもって組織し、推進協議会の委員は、次に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(１) 紫波町内のスポーツ機関又は団体を代表する者 

(２) 紫波町内の文化機関又は団体を代表する者 

(３) 紫波町立小中学校の校長 

(４) 紫波町立小中学校の児童生徒の保護者を代表する者 

(５) 学識経験を有する者 

(６) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５ 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決定する。 

２ 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６ 推進協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、推進協議会に委員以外の者の出席又は資料の提出を求

めることができる。 

（部会） 

第７ 推進協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 第５及び第６の規定は、部会について準用する。  
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（守秘義務） 

第８ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（庶務） 

第９ 推進協議会の庶務は、学校教育課において処理する。 

（補則） 

第 10 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に

定める。 

   

公布・施行日 令和６年８月 23 日 

    

※ 紫波町部活動地域展開推進協議会に係る組織体制 

  

※会議を主宰

※会長を補佐

※18名以内

※必要に応じて置くことができる

事務局

学校教育課 生涯学習課
連携

事務全般
スポーツ・文化関係

団体との連絡調整

分科会

提言

教育長

【目的】

　紫波町立中学校における部活動の段階的

な地域展開について検討する。

【所掌】

〇地域展開の在り方に関すること

〇地域展開に向けた環境整備に関すること

紫波町部活動地域展開推進協議会

会長

副会長

委員

 


